
まちづくり参加者大募集!!

一緒にまちづくりを企画し活動しませんか？あなたの手で魅力あるまちにしてみませんか？
ご連絡をお待ちしています！！

　愛媛県指定史跡荏原城跡西側土塁の災害復旧
工事を（公財）朝日新聞文化財団の文化財保護
活動助成を受けて実施しました。
　荏原城跡は、平成30年７月の西日本豪雨によ
り、土塁斜面が崩落しました。令和５年度の工
事では、土塁西側に設置しているかご枠のかさ
上げを行い、土塁斜面を保護することができま
した。（恵原町町内会）

【朝日新聞文化財団文化財保護助成事業】【朝日新聞文化財団文化財保護助成事業】

愛媛県指定史跡荏原城跡西側土塁の災害復旧工事を実施 !!愛媛県指定史跡荏原城跡西側土塁の災害復旧工事を実施 !!

N

令和５年度　施工箇所　施工前 施工後

事 務 所：松山市東方町甲955番地 荏原公民館内
携帯電話：070-4343-2460

久谷地区まちづくり協議会

施工箇所
令和5年度

令和２年度
施工箇所

「あなたの町の身近な話題」について紹介しませんか。「あなたの町の身近な話題」について紹介しませんか。「あなたの町の身近な話題」について紹介しませんか。
募

集

!!

　あなたの町の身近な話題（趣味活動やサークル活動外）を久谷の
皆さんに紹介したいことがあれば、住所、氏名、電話番号を記入の
上、写真を添え300字以内で応募して下さい。ただし、企業等の営業
宣伝に利用するのは、ご遠慮下さい。
　なお、紙面の都合で掲載されない場合もありますので、その場合
はお許し願います。

宛　先
　松山市東方町甲955番地　荏原公民館内
　　　　　　　　　　　　　久谷地区まちづくり協議会
※荏原公民館にあるポスト又は事務所に届けて頂いても
　構いません。

令和3・4年度
施工箇所

まちづくり通信　くたに 第15号⑷

　４月７日（日）に春のフェスタを国指定重要文化財の渡部家住宅で開催しました。
　この春のフェスタは、昨年に初めて開催し今回で２回目となります。今年も天気に恵まれ
桜の花も満開で華やかなイベント開催となりました。当日は学校の春休みの最後の日曜日と
重なるなど、昨年のフェスタよりも参加者が少なかったのが少し残念でした。
　イベントは、住宅の庭で荏原小学校水軍太鼓部の演奏をオープニングに、久谷地区伊予八
百八狸保存会の創作歌舞伎舞踊伊予八百八狸の踊りや久谷中学生による琴演奏、荏原児童ク
ラブの元気フレンズの発表がありました。
　フェスタお馴染みのトゥクトゥクによる久谷巡りは、今回も２コースに分け、県総合運動
公園の桜や坂本屋までの史跡を見学しました。
　隣の駐車場でのバザー会場では、たこ焼き、ワッフル、パン、クッキー、炊き込みご飯、
はちみつ、野菜などの販売や五明まち協のキッチンカーによるソフトクリーム、ジビエカレー、
焼き芋の販売もありました。
　また、フリーマーケットや地域包括支援センターによる健康相談所も開設し来場者にフェ
スタを楽しんで頂きました。

「春のフェスタ」を渡部家住宅で開催！！「春のフェスタ」を渡部家住宅で開催！！

■ トゥクトゥク三輪車による久谷巡り ■ 購入したテントをフェスタで初披露
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　まちづくり協議会通常総会を５月 23 日（木）に松山市まちづくり推進課井上圭二課長ら４名の来
賓者をお迎えして荏原公民館で開催しました。
　総会は、代議員 57 名の内 46 名が出席し、当会で議長に選出された菅野肇氏（坂本屋運営委員会会
長）のもと、令和５年度事業報告、収支決算、令和６年度事業計画（案）、収支予算（案）、役員の選任
（案）の５議案が審議され、すべて賛成多数で可決されました。

令和６年度通常総会で議案がすべて承認されました令和６年度通常総会で議案がすべて承認されました

・交通安全のぼり旗及び支柱パイプの購入・設置

・耕作放棄地にコスモス畑3000m²
　　　　　　　　　（浄瑠璃町、上野町）
・不法投棄看板製作及び設置

・ふるさとウォーク2023
・第３回小中学生俳句コンテスト

・渡部家住宅でフェスタイベントを
　　　　　　　　　　　　　春・秋の２回開催

・広報誌「まちづくり通信くたに」を
　　　　　　7月と1月に発行（全戸配布）
・「久谷まち協だより」を１回発行（回覧）
・ホームページの管理

・要支援世帯に防災器具の取付け支援
・防犯灯の設置補助
・交通安全のぼり旗の購入・設置
・カーブミラーの設置補助

・耕作放棄地にコスモス畑3000m²
　　　　　　　　　（浄瑠璃町、上野町）
・コスモスの種配布
・不法投棄看板の設置

・ふるさとウォーク2024
・第４回小中学生俳句コンテスト
・久谷八景フォトコンテスト2024

・渡部家住宅で春と秋２回フェスタイベント
　　　　　　　　　　　　　（４月、10月）

・広報誌「まちづくり通信くたに」
　　　年２回（7月、1月）の発行（全戸配布）
・「久谷まち協だより」を２回発行（回覧）
・ホームページ・フェイスブックでの情報発信

・高齢者の見守り調査（実態把握）
・高齢者の交流会（荏原公民館）

専門部別の事業報告と事業計画専門部別の事業報告と事業計画

任期満了に伴ない選任された新役員任期満了に伴ない選任された新役員
役 　 職
会 　 長
副 会 長
副 会 長
会 　 計
事 務 局 長
安全安心部長
環 境 部 長
福 祉 部 長
教育文化部長
地域振興部長
広 報 部 長
監 　 事
監 　 事

新　役　員 備　考

※太字は新規事業

任期は２年間です。よろしくお願いします。

野　中　昭　秀
西　林　安　夫
山　川　　　茂
高須賀　　　隆
砂　野　元　昭
溝　田　盛　和
束　村　俊　之
白　石　千恵子
長　沼　賢　治
八　束　俊　博
大　西　一　教
安　永　　　勉
二　神　　　學

再　任
前　丹生谷　博一

再　任
再　任

前　白方　久志
再　任
再　任
再　任
再　任

前　高須賀　隆
再　任
再　任
再　任
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■応募規定
1. サイズは六つ切り（ワイド可・Ａ４可）
～四つ切（ワイド可）カラー単写真、
未発表のものに限ります。

　　デジカメ可（デジタル処理は不可）

2. 応募作品の裏面には、第１回久谷八景作
品応募票を貼り付けてください。

3. 応募作品は原則として返却いたしません。

　4. 応募点数は１人５点までといたします。

5. 入賞作品の使用権は主催者に帰属し、ネ
ガ、ポジ、データを提出していただきます。
　提出いただけない場合は入賞を取り消し
ます。

◆撮影場所／久谷地区内
◆撮影期間／令和６年３月１日～
　　　　　　令和７年２月28日
◆応募締切／令和7年3月15日
◆応 募 先／久谷地区まちづくり協議会事務局
◆審 査 員／主催者および主催者が委嘱した
                 審査員
◆審査発表
　令和７年３月下旬に入賞者に通知いたします。
◆作品展示および表彰
　令和７年7月発行の『まちづくり通信　
くたに』に入賞作品を掲載するとともに、応
募されたすべての作品を荏原公民館にて展示
予定です。併せて令和７年「春のフェスタ」
にて表彰式を行います。

久谷八景フォトコンテスト2024を
実施します
久谷八景フォトコンテスト2024を
実施します

てらや りょうじ

恵まれた自然の久谷。古代からの歴史遺産として永く人々の崇拝を集めてきた文化遺産の
数々また儀式など、久谷を象徴する風土記を、久谷八景として後世に残したいと感じられる
場所をご紹介ください。
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